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恵田小学校の教育活動の円滑な再開に向けた対応と夏季休業日短縮についてのお知らせ 

 

教育活動の円滑な再開に向けた対応についてお知らせしたところですが、この度、令和２

年５月１３日付けで愛知県教育委員会より要請があり、岡崎市教育委員会から学校再開に向

けた段階的な対応を一部変更するという依頼がありました。 

 つきましては、新型コロナウイルス感染症（以下「同感染症」とする）拡大防止に努めな

がら、学校再開準備期間や学校再開後の一定期間を下記の通り実施します。 

 ただし、本実施内容は、現時点でのものであり、今後の国や県による要請や感染状況等に

より、変更する場合があることを御承知おきください。 

 

記 

１ 基本的な考え方 

  ３か月に及ぶ臨時休業後の学校再開は、児童の心身に大きな負担があると考えられます。

また、保護者の皆様におかれましても、心配や不安が大きいことと思います。 

  このような状況の中で、これらの負担や不安等を極力低減しつつ、子供たちの学びを保

障し、確かな学力を身につけさせることが学校の役割であると考えています。 

  そこで、学校再開にあたっては、いくつかの段階を設定し、児童が学校生活に円滑に順

応できるようにします。そして「感染予防対策」と「学びの保障」を両立させていきます。 

２ 通常の学校生活までの段階的な対応 

（１） 学校再開準備期間（１８日～２０日）及び学校再開（２１日以降） 

※ ５月８日の文書でお知らせした登校日を変更します。子供たちが発達段階に応じて

少しずつ生活リズムを取り戻すため、登校日を以下のようにします。 

  １９日（火） ＊この日に欠席の場合は、「欠席扱い」になりません。 

２２日（金）２６日（火） ２８日（木） ２９日(金)  

＊この４日間に欠席の場合は、基本「欠席扱い」になります。 

※ ８：１０～１１：００ ３時間授業 １１：１５に一斉下校を行います。 

※ 授業を行いながら、発達段階に応じて児童への学習支援を実施します。 

※ 学級活動の時間等に、感染症の正しい知識や対応の仕方についての学習、児童の健

康状態及び家庭学習への取組状況の確認、面談や相談活動などを行います。 

（２） 給食の開始 

※ ６月１日から給食開始となり通常日課がスタートします。常に子供達の様子をしっ

かりと観察しながら、学校生活に慣れていけるように配慮していきます。 

（３） その他 

① 給食再開に伴い感染症拡大防止のため箸、スプーン、ランチョンマット（５年・６

年のみ）は各自で用意となります。毎日持ち帰ります、翌日必ず持たせて下さい。 

② ６月１日（月）から６月５日（金）までは、木曜日課１５：１０に一斉下校です。 

③  ６月９日（火）からは、部活動を再開します。ただし、徐々に体を慣らしながら、   

また、３密を避けた短時間の活動となります。通常の部活動の再開については、後

日あらためて連絡します。なお下校は５時下校になります。（４年～６年） 

３ 学校再開後の児童の出欠等の扱い 

（１） 「出席停止」となる場合 

❁児童が同感染症に罹患した場合     ❁児童が濃厚接触者と判断された場合 



❁児童が発熱や体のだるさ等の症状が見られた場合   

（２） 「出席を要しない日」となる場合 

❁児童の同居の家族が自宅待機を保健所や会社等から指示されるなど、児童が他の児童

に感染させる恐れがあると考え、児童の登校を控えた場合 

❁同感染症に罹患することを児童または保護者が不安に思うなどして、児童の登校を控

えた場合 

※ 以上の場合、欠席にはなりません。また、欠席理由については一切公表しません。 

４ 学校再開にあたっての留意事項。 

（１） 基本的な感染症対策の実施 

① 家庭と連携した毎朝の検温及び健康状態の確認をします。毎日必ず「健康チエック

カード」を持たせてください。← 忘れてしまった場合は連絡をさせて頂きます。 

② 全教職員マスクを着用します。お子様もマスクを装着した上で登校するよう御協

力をお願いします。気温が上昇して熱中症も懸念されます。水筒を必ず持たせてく

ださい。また、熱中症対策の冷却バンダナ等も活用してください。 

③ 登校した児童が教室に入る前には、休業中の登校日に練習した通り、必ず手洗いを

します。こまめな手洗いを指導する等、手洗い指導を徹底しますので、ハンカチの

用意もよろしくお願いします。 

④ ご家庭では、免疫力向上のため、十分な睡眠、適度な運動やバランスのよい食事等

を心がけてください。３か月の休業後の学校再開に慣れるまで、子供たちはかなり

疲労が蓄積すると思われます。 

（２） 授業等における対応について 

① 学びの保障を丁寧に進めるため、５教科の学習を基本としていきます。 

② 児童の席の間に、可能な限り距離を確保します。 

③ 教室等は常時開放して、換気に努めます。 

④ 全教職員は、児童と対面しての授業やその他の指導・会話等をする際には、フェー

スシールドを活用しながら指導をします。 

⑤ 休み時間の過ごし方について、できる限り密接・密集することがないように指導し

ます。（友達と友達との距離の取り方も勉強の一つです） 

⑥ 全職員で子供の様子をしっかりと観察し、必要に応じて個別の面談を行い子供の

心のケアに努めます。 

５ その他 

○ 上記内容に変更等があれば、今後、学校ホームページならびに学校配信メールにてお

知らせします。現在、１学期の終業式を８月７日（金）、２学期の始業式を８月２４

日（月）に実施し、７月２１日（火）～８月７日（金）につきましては、平日の午前

中に授業を実施します。２学期の給食は８月２５日（火）から始まります。 

○ 本年度の水泳の授業につきましては、健康診断がまだ未実施となっているため、子供

たちの安全を守るという視点で残念ですが行わないこととなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<保護者の皆様へ＞  ❁３か月間 本当にありがとうございました❁ 

 子供たちが一日もはやく安心して学校生活が送れるよう、このお知らせで示した通り細心の注意

を払って感染症対策に取り組んでいきます。また、今後は感染症に関する風評被害につきましても道

徳の授業等で学びながら、子供たちの温かな心の醸成に努めていきます。 

３か月に及ぶ学校休業中感染症拡大防止にむけて、お子様の健康管理や外出の自粛等、ご協力本当

にありがとうございました。予定通りできなかったたくさんの行事への地域の方々のご協力、安全を

心配しての登校日の付き添い等、恵田小学校の子供たちがどれ程たくさんの地域の方々に支えられて

いるかを強く実感しました。本当にありがとうございます。 

いよいよ始まる４７名の子供たちとの学校再開を、全職員心待ちにしています。今後も、学校と家

庭が一体となり「あたりまえの日々」を安心して楽しく過ごせるよう全力で努めていきます。 

  


